
情報保全の在り方に関する有識者会議の開催について

平成２１年７月１７日

秘密保全法制の在り方に

関する検討チーム議長決定

１ 趣旨

秘密保全法制の在り方に関する検討チーム（平成２０年４月２日内閣官房

長官決裁。以下「検討チーム」という。）における検討を深めるため、各界

の有識者から我が国に真にふさわしい秘密保全法制の在り方について意見を

いただく場として、情報保全の在り方に関する有識者会議（以下「会議」と

いう。）を開催する。

２ 構成

（１）会議は、別紙に掲げる有識者により構成し、検討チーム議長が開催する。

（２）検討チーム議長は、別紙に掲げる有識者の中から、会議の座長を依頼す

る。

（３）座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

３ その他

２に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、検

討チーム議長が定める。
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情報保全の在り方に関する有識者会議の構成員
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